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大阪市立総合生涯学習センター 令和 6年度 子どものためのイベントガイド誌 


「タッチ」（夏号・春号）デザイン企画・印刷業務 見積合わせについて 


 


令和  6年  2月  27日（火） 


                             一般財団法人 大阪教育文化振興財団 


理 事 長   出 海  健 次 


次のとおり見積合わせを執行する。 


１．見積合わせに付する事項 


 
（１） 案 件 名 称 


大阪市立総合生涯学習センター 令和6年度 子どものためのｲﾍﾞﾝﾄｶﾞｲﾄﾞ誌 


「タッチ」（夏号・春号）デザイン企画・印刷業務 


（２） 
数量・特質・履行 


期限・履行場所 等 
仕様書のとおり 


２．日  程 


 （１） 申込開始日 令和 ６年 ２月２７日（火） 


（２） 申込締切日 令和 ６年 ３月１５日（金）午前１０時まで 


３．参加資格 


 
（１） 


地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 11第 1項において準用する同令第 167


条の 4の規定に該当しない者であること 


（２） 見積比較参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと 


（３） 
見積比較参加申請時において、一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排除措置要綱に基


づく入札等除外措置を受けていないこと 


（４） 
令和 4･5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿において業務委託種目「04：04 印刷デザイン」


01：デザイン企画印刷」の項目で登録していること 


４．参加申込等 


 （１） 申込書類の交付場所 ５．担当課（Ａ） 


（２） 申込書類 
事業請負申込書 


様式は当財団ホームページに掲出（R6 ﾀｯﾁﾃﾞｻﾞｲﾝ･印刷.pdf） 


（３） 申込期間 
令和 ６年 ２月２７日（火）から 


令和 ６年 ３月１５日（金）午前１０時まで 


（４） 参加申込受付場所 ５．担当課（Ａ） 


５．担当課 


 
（Ａ） 


契約担当 


総務課 契約担当 


〒541-0055 大阪市中央区船場中央 4-1-10-203 


電話番号 06-6253-4582 


（Ｂ） 事業主管課 
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-500 大阪駅前第 2 ﾋﾞﾙ 5階 


大阪市立総合生涯学習センター 管理課（電話番号 06-6345-5020） 


６．その他事項 


 （１） 見積合わせ参加申込にかかる申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 


（２） 見積合わせの結果については、契約決定業者のみに連絡を行う。 


（３） 仕様書等については、事業主管課（５-（Ｂ）に掲載）に問合せること。 


（４） 
見積書提出日から見積書提出期限までの間のいずれの日においても、大阪市競争入札参加停止


措置要綱の規定による指名停止措置を受けていないものであること。 


（５） 


一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた


者がした見積は参加資格を有しない者のした見積とみなし無効とする。また決定後契約締結ま


でに、決定者が当該措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 


（６） 
契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排


除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。 


（７） 契約の締結は、当財団の令和６年度予算が発効したときとする。 
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事 業 請 負 申 込 書 
 


令和   年   月   日   


一般財団法人 


大阪教育文化振興財団 


理 事 長 様 
 


住 所 又 は     


事務所所在地 


商 号 又 は 名 称                    


氏 名 又 は     


代 表 者 氏 名                                  ○印  


 


 


 


下記について関係法令・貴財団関係規定を守り別紙仕様書並びに  


    裏面に記載の通知事項を確認のうえ次の金額で申し込みます。  
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次のとおり届けます。 


当社は、消費税及び 


地方消費税にかかる 


□ 課税事業者 


□ 免税事業者 


          です。 


金 額 


【税抜】 
   


百万  千   円 


    
 


 
 


 
 


 


事 業 名 称 


令和６年度 大阪市立総合生涯学習センター


子どものためのイベントガイド誌「タッチ」（夏号・春号）


デザイン企画・印刷業務


履 行 期 限  令和 ７年 ３月３１日・契約後  日


実 施 場 所  別紙仕様書に掲載のとおり







 


 


 


 通知書事項 
 


１見積に付すべき事項 事業請負申込書のとおり 


２ 保 証 金 免    除 


３ 見積書提出場所 
大阪市中央区船場中央4-1-10-203 船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 10号館2階 


一般財団法人 大阪教育文化振興財団  総務課 


４ 見積書提出日時 


（申込書提出期限） 
令和 ６年 ２月２７日（火）～ ３月１５日（金）午前１０時 


５ 見積の無効 


次の場合に該当する見積は、無効とする 


○ 財団が交付した事業請負申込書を用いないでした見積 


○ 同一見積について、他の見積者の代理人を兼ねる又は 2 人以上の


代理人として見積したときはその全部の見積 


○ 見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別しがたい見積 


○ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積 


６ 契約書作成の要否 要 


７ 契   約 当財団 経理規程および経理規程施行要領による 


８ 見積書記載方法等 


○ 事業請負申込書には、税抜の金額を記載すること。 


○ 申込書に記載された金額に 100分の 10を加算した金額（加算 


した金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 


捨てた額）を契約金額とする。 


９ その他 


○ 契約の相手方に決定されたときは遅滞なく、契約締結の手続を 


すること。 


○ 契約の相手方に決定後、正当な理由がなく、指定期限までに契約


を締結しないときは、当財団経理規程施行要領第40条第7項に 


準じ落札金額の100分の3に相当する額の違約金を徴収する。 


○ 申込者は、提出ずみの申込書の書替え、引換え又は撤回すること


はできない。 


○ 個人は本人、法人は代表者、又はそれぞれの委任状を提出し、 


確認を受けた代理人が記名押印すること。 


○ 契約相手方に決定後契約締結までに、決定者が一般財団法人大阪


教育文化振興財団暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置


を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 


○ 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が一般財団法人大阪


教育文化振興財団暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置


を受けたときは、契約の解除を行うことがある。 


（表面事業請負申込書） 







‡A(Žd—lŹ‘)R6ŔŻÁĂŢ»Ţ˛Ý�óŤü.pdf


令和 6 年度 子どものためのイベントガイド誌「タッチ」 


デザイン企画・印刷業務 仕様書 


 


 


１ 業務内容 


   令和 6 年度版夏号 子どものためのイベント+施設ガイド誌「タッチ」作成 


   令和 6 年度版春号 子どものためのイベントガイド誌「タッチ」作成 


 


２ デザイン制作等業務内容 


① 趣旨      子どもたちと保護者に対して、子どもたちが学校園の長期休業中に市内の施設で


様々な体験をし、学校外活動を豊かに過ごせるよう、芸術・文化・スポーツ等の


各種情報提供と、小・中学生に市内の美術館・博物館等の各施設の無料開放等の


情報を提供するという企画に沿うこと 


② 業務内容   ・子どものためのイベント+施設ガイド誌「タッチ」令和 6 年度版夏号 


・子どものためのイベントガイド誌「タッチ」令和 6 年度版春号 


のレイアウト、イラスト作成を含むデザイン企画版下作業務 


③ 指示     業務を遂行するにあたり、制作工程で疑義が生じたり、不明な点がある場合は、


指示に従い誠実に処理すること 


④ 著作権    「タッチ」制作にかかる図版、イラスト等編集デザインに含まれる制作物の 


著作権及び原版の所有権は発注者に帰属する 


⑤ その他    ・作成スケジュールは、別紙「作成・発行スケジュール（令和 6 年度）」を参照の


こと 


・発注者が提供した USB メモリー等の記憶媒体や写真等現物の取り扱いには、 


最新の注意を払い、使用後は速やかに発注者または発注者の指定する場所へ返却


すること 


         ・校了後に、印刷物データ（ＰＤＦ形式〈Windows 対応版〉）を発注者へ提出 


すること 


・不明な点、疑問な点があればその都度問い合わせること 


        


３ 印刷業務仕様 


   別紙１・２「印刷物仕様書」のとおり 


   


４ 責任の範囲 


① 検査の結果、印刷の不具合や指示どおりの仕上がりでない場合など、不合格と判断されたときは 


受注者の責任においてこれを補修・回収するなど必要な処置をとるものとする。 


② 受注者の行う業務が、誠実を欠くと判断された場合、発注者は契約を解除することができる。 


また、受注者の都合により業務に支障をきたし、本誌の発行が危ぶまれる事態が生じた場合、発注


者はそれにより受けた損害を受注者に請求することができる。 


 







５ 委託期間 


   令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日まで 


   


６ 備  考 


① 当業務の契約については、大阪教育文化振興財団の令和 6年度予算の発効をもって契約を確定 


する。 


② その他、不測の事態が生じた場合は、双方協議のうえ、書面によりこれを定める 


 


７ 担    当 


  大阪市立総合生涯学習センター  管理課：𠮷田・松本・塩地 


〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-500 大阪駅前第 2 ビル 5 階 


TEL 06-6345-5020  FAX 06-6345-5019 


  


   


 


   







印 刷 物 仕 様 書  


課 


事業所 
名 


大阪市立総合 


生涯学習センター 
係名 管理課 担当者名 


𠮷田・松本・塩地 


TEL 06-6345-5020 


品 名 
（令和 6年度版 夏号）  


子どものためのイベント＋施設ガイド誌「タッチ」 


数 量 枚  組綴  冊 200,000 部 


発行日・納期 令和６年７月１０日発行・納期は発行日の概ね１０日前とする。 


納 入 場 所 当財団指定場所 ※配送業者へ一括納入 


印 刷 区 分 活 版・写 植・タ イ プ・ワープロ・複製・オフセット 


紙 質 刷 色 紙     質 刷    色 


表 紙 トップコート 73kgまたは同等以上 2色 


中


味 


トップコート 73kgまたは同等以上                 2色 


複 写 


用 紙 


１枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


２枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


３枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


扉 ・ 中 扉   


印 刷 要 領 


印  刷 本分ページ数 文  字 写  真 トレース 


片 面 


両 面 


たて  よこ 


× 


字詰 


約 24ページ 


号 


ポ 


級 
約 10枚 


有 


無 
点 


校   正 業 者 ・ 当 方 ・原稿校正 1回、版下校正 3回、色校正 1回 


仕 上 寸 法 A5版・ホッチキス中綴じ 


製   本 


の り ・ 巻 左   ・ 右   ・ 天 


と じ 平とじ ・ 中とじ ・ 無線とじ ・ 天とじ 


ミ シ ン 目 左   ・ 右   ・ 上    ・ 中 


穴 明 左   ・ 右   ・ 天（穴） 


 


備 考 


◆印刷区分はオフセットもしくは同等以上とする。 


※詳細なスケジュールについては総合生涯学習センター担当者と 


打ち合わせのうえ、スケジュールに従い履行すること。 


提 出 用 


別 紙 １ 







印 刷 物 仕 様 書  


課 


事業所 
名 


大阪市立総合 


生涯学習センター 
係名 管理課 担当者名 


吉田・松本・塩地 


TEL 06-6345-5020 


品 名 
（令和 6年度版春号）  


子どものためのイベントガイド誌「タッチ」 


数 量 枚  組綴  冊 200,000 部 


発行日・納期 令和７年３月１０日発行・納期は発行日の概ね１０日前とする。 


納 入 場 所 当財団指定場所 ※配送業者へ一括納入 


印 刷 区 分 活 版・写 植・タ イ プ・ワープロ・複製・オフセット 


紙 質 刷 色 紙     質 刷    色 


表 紙 トップコート 73kgまたは同等以上 2色 


中


味 


トップコート 73kgまたは同等以上                 2色 


複 写 


用 紙 


１枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


２枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


３枚 ㎏（カーボン・感圧紙）  


扉 ・ 中 扉   


印 刷 要 領 


印  刷 本分ページ数 文  字 写  真 トレース 


片 面 


両 面 


たて  よこ 


× 


字詰 


約 8ページ 


号 


ポ 


級 
約 10枚 


有 


無 
点 


校   正 業 者 ・ 当 方 ・原稿校正 1回、版下校正 3回、色校正 1回 


仕 上 寸 法 A5版・ホッチキス中綴じ 


製   本 


の り ・ 巻 左   ・ 右   ・ 天 


と じ 平とじ ・ 中とじ ・ 無線とじ ・ 天とじ 


ミ シ ン 目 左   ・ 右   ・ 上    ・ 中 


穴 明 左   ・ 右   ・ 天（穴） 


 


備 考 


◆印刷区分はオフセットもしくは同等以上とする。 


※詳細なスケジュールについては総合生涯学習センター担当者と 


打ち合わせのうえ、スケジュールに従い履行すること。 


提 出 用 


別 紙 ２ 







（別　紙）


５月中旬 原稿渡し １月中旬 原稿渡し


５月中旬 初      校 １月中旬 初      校


５月下旬 第 ２ 校 ２月上旬 第 ２ 校


６月上旬 第 ３ 校 ２月中旬 第 ３ 校


６月中旬 校了・色校 ２月中旬 校了・色校


６月下旬 納入期限 ２月下旬 納入期限


7月10日 発 行 日 3月10日 発 行 日


　うえ、決定すること。


令和6年度 イベントガイド誌「タッチ」作成・発行スケジュール


イベント+施設


ガイド誌「タッチ」夏号
イベントガイド誌「タッチ」春号


※詳細なスケジュールは、総合生涯学習センター担当者と打ち合わせの


※受注者は、決定したスケジュール通りに業務を行うこと。







 


特 記 仕 様 書 


 


 


１ 暴力団等の排除について 


 


(1) 受注者が、この契約の履行期間中に一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排


除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。 


 


(2) 受注者は、入札等除外措置の期間中にこの契約の全部又は一部の下請負をさせ、若


しくは受託させてはならない。また、入札等除外措置の期間中の者を保証人としてはな


らない。 


また受注者は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者（以下「下請負人等」とい


う。）または保証人が契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合は、速やかに下請


負人等との契約の解除又は保証人の変更をしなければならない。 


 


(3)  受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたとき


は、速やかに、この契約に係る財団の検査職員（以下「検査職員」という。）へ報告する


とともに、警察への届出を行わなければならない。 


また受注者は、下請負人等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該


下請負人等に対し、速やかに検査職員へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指


導しなければならない。 


                             


(4) 受注者は（3）に定める報告及び届出により、財団が行う調査並びに警察が行う捜査


に協力しなければならない。   


 


(5) 発注者及び受注者は、暴力団員等からの妨害又は不当要求により契約の適正な履行が


阻害されるおそれがあるときは、双方協議のうえ、履行日程の調整、履行期間の延長、


履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 


 


 


  ◆特記事項 


   ・当業務の契約については、令和６年度予算の発効を持って契約を確定する。 







個人情報等の保護に関する特記仕様書 


 


（個人情報等の保護に関する受注者の責務） 


第１条  受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ


（以下「個人情報等」という。）を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み大阪教


育文化振興財団個人情報保護方針の趣旨を踏まえ、本書の各条項を遵守し、その漏えい、


滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなけれ


ばならない。 


２  受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために


必要な措置を講じなければならない。 


 


（個人情報等の管理義務） 


第２条  受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び契約目的物の作成のために


受注者の保有する記録媒体（磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。


以下「記録媒体等」という。）上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃


棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正


に管理しなければならない。 


２  受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な


保管室に格納する等適正に管理しなければならない。 


３  受注者は、第１項の記録媒体等について、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返却等


を完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等、適切な対応をとらなけれ


ばならない。 


４  受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第１項の管理記録を発注者に提出し


なければならない。 


５  第１項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者


に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切である


と認めるまで委託業務を中止させることができる。 


 


（秘密の保持） 


第３条  受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 


２  受注者は、発注者の承諾なく、業務を行う上で得られた設計図書等（業務を行う上で


得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 


 


（目的外使用の禁止） 


第４条  受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用


途に使用し、又は第三者に提供してはならない。 


 


（外部持出しの禁止） 


第５条  受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情


報等を外部に持ち出してはならない。 


 







（複写複製の禁止） 


第６条  受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又


は複製してはならない。ただし、発注者から書面による同意を得た場合はこの限りでな


い。 


２  前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第２条を準用する。 


 


（事故等の報告義務） 


第７条 受注者の管理する個人情報の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合には、


受注者は、業務を中止するとともに、速やかにその事故発生の帰責の如何に関わらず、


直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並


びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。なお、業務中


止の期間は、発注者が指示するまでとする。 


２  第１項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、


速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければなら


ない。 


 


（個人情報等の保護状況の検査の実施） 


第８条  発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について


立入検査を実施することができる。 


２  受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。 


３  第１項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる


場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切


に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。 


 


 


 


 






